
島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日 (�)

� �

� �

知事の権限の一部を島根県教育委員会教育長に委任する規則の一部を改正する規 （人 事 課） �

則

島根県青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部を改正する規則 （青少年家庭課） �

島根県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則 （水 産 課） �

県有自動車管理規則の一部を改正する規則 （会 計 課） �

� �

地方税法第	

条の�の�の規定に基づく特約業者の指定の取消し （税 務 課） 

総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施 （ 〃 ） 

行規則第�条第�項ただし書に規定する行政機関等の指定する方法

公平委員会の事務の受託 （市 町 村 課） 

生活保護法の規定による医療扶助を担当する機関の指定 （地 域 福 祉 課） �

生活保護法の規定による指定医療機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

生活保護法の規定による介護機関の指定 （ 〃 ） �

生活保護法の規定による指定介護機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

生活保護法の規定による指定介護機関の所在地変更の届出 （ 〃 ） �

家畜伝染病予防法第�条の規定に基づく検査の実施 （農畜産振興課） 	

家畜伝染病予防法第�条の規定に基づく注射の実施 （ 〃 ） �


解除予定保安林 （森 林 整 備 課） �


保安林の指定施業要件の変更 （ 〃 ） ��

漁業災害補償法の規定に基づく同意 （水 産 課） ��

大規模小売店舗立地法の規定による大規模小売店舗新設の届出 （経 営 支 援 課） ��

道路の供用開始 （道 路 維 持 課） ��

土砂災害警戒区域の指定 （砂 防 課） ��

� �

平成��年度島根県准看護師試験の合格者 （医 療 対 策 課） �

開発行為に関する工事の完了 （都 市 計 画 課） ��

確知できない宅地建物取引業者の所在 （建 築 住 宅 課） ��

���	��

江津高野山風力発電所建設事業に係る随意契約の相手方等 （企業局経営課） ��


���

島根県立青少年の家の指定管理者の指定 （生 涯 学 習 課） ��

島根県立古墳の丘古曽志公園の指定管理者の指定 （文 化 財 課） ��


��

県立高等学校等の教職員の服務規程の一部改正 （高 校 教 育 課） �	

教育職員の任免発令式の一部改正 （ 〃 ） �	

����������������������������������������������������
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平成��年�月��日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

� �

知事の権限の一部を島根県教育委員会教育長に委任する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

知事の権限の一部を島根県教育委員会教育長に委任する規則の一部を改正する規則

知事の権限の一部を島根県教育委員会教育長に委任する規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正す

る。

本則第��号中「及び高等学校奨学資金」を「、高等学校奨学資金及び県立学校統合再編成通学支援資金」に改める。

第����	号 平成��年�月��日(	)


��

車両移動保管事務の休止 （警 察 本 部） ��

交通誘導警備業務
級検定及び雑踏警備業務
級検定の実施 （ 〃 ） ��

� �

平成��年
月
日付け島根県報第�����号中 （道 路 維 持 課） ��

平成��年
月日付け島根県報第����	号中 （ 〃 ） ��

平成��年
月	�日付け島根県報第�����号中 （ 〃 ） 	�
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������������

◇������ !"���#$%&'#$()%*+,��� !"-�+,��（規則第��号）

� 規則の概要

教育委員会教育長に委任する権限のうち、貸付金の返還債務の免除に関する条例の規定に基づき免除する

債務について規定を整理することとした。


 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇���./0�123$4)5+,��67��� !"-�+,��（規則第��号）

� 規則の概要

島根県青少年の健全な育成に関する条例の改正に伴う引用する条項の整理


 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇���89:;-<=>?@��� !"-�+,��（規則第��号）

� 規則の概要

住宅金融公庫を独立行政法人住宅金融支援機構に改めることとした。（様式第
号�関係）


 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇�ABCDEF��� !"-�+,��（規則第��号）

� 規則の概要

組織の改編等に伴う規定の整理（第
条関係）


 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

�����������������������������������������������
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島 根 県 報

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

島根県青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

�������	


島根県青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部を改正する規則

島根県青少年の健全な育成に関する条例施行規則（昭和��年島根県規則第	�号）の一部を次のように改正する。

第
条中「第��条ただし書」を「第��条ただし書」に改める。

第��条中「第��条第�項」を「第�条第�項」に改める。

第��条中「第��条第�項」を「第�条第�項」に改める。

第��条中「第��条第�項」を「第�条第�項」に改める。

様式第�号中「第��条第�項並びに第��条第�項第�号及び第�項第�号」を「第�条第�項並びに第	�条第�項第�

号及び第�項第�号」に、「第��条 知事」を「第�条 知事」に、

「第��条

� 次の各号のいずれかに該当する者は、	�万円以下の罰金に処する。」
を

「第	�条

� 次の各号のいずれかに該当する者は、	�万円以下の罰金に処する。」
に、「第��条第�項又は」を「第�条第�項

又は」に改める。

様式第��号表面中「第��条第�項」を「第�条第�項」に改め、同様式裏面中「第��条」を「第�条」に改める。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

島根県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������


島根県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

島根県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

様式第�号�中「住宅金融公庫資金」を「独立行政法人住宅金融支援機構資金」に改める。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

県有自動車管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������


県有自動車管理規則の一部を改正する規則

県有自動車管理規則（昭和	年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第����号 平成��年�月��日 (	)



島 根 県 報

第�条第�号中「及び県立病院」を削り、「、盲学校、ろう学校若しくは養護学校」を「若しくは特別支援学校」に改

める。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

� �

������	

�

地方税法（昭和��年法律第���号）第	

条の�の�第�項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消したの

で告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

������	
��

総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（平成��年総務省令第�号）第

�条第�項ただし書に規定する行政機関等の指定する方法を次のように定め、平成��年�月�日から施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

申請等を行おうとする者が、税理士法（昭和��年法律第��	号）第�条第�項第�号に規定する税務書類の作成を委嘱

し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合において、当該税務書類の作成を委嘱した

者に係る識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うこと。

������	��

地方公務員法（昭和��年法律第���号）第�条第�項の規定に基づき、次の規約により島根県後期高齢者医療広域連合

の公平委員会の事務を受託したので、地方自治法（昭和��年法律第�	号）第���条の�第�項において準用する同法第���

条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

島根県後期高齢者医療広域連合の公平委員会の事務委託に関する規約

（公平委員会の事務の委託）

��� 地方公務員法（昭和��年法律第���号）第�条第�項の規定に基づき、島根県後期高齢者医療広域連合（以下

「甲」という。）は、同法第�条第�項に規定する公平委員会の事務を島根県（以下「乙」という。）に委託する。

（経費）

��� 乙が前条の規定による委託を受けた事務（以下「委託事務」という。）を処理する場合において要する経費は、

乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。

（その他必要な事項）

��� この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

第�����号 平成��年�月��日()

氏名又は名称 代表者氏名 主たる事務所又は事業所の所在地 取消しの年月日

有限会社いそたけ石油 山本 昭二 島根県大田市五十猛町���番地 平成�	年�月�日

竹田木材有限会社 竹田 治弘 島根県松江市岡本町�
�	番地 平成��年�月��日



島 根 県 報

� �

この規約は、平成��年�月�日から施行する。

������	
	�

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

������	
��

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

������	
�

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

第��
�号 平成��年	月�
日 (�)

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 指定年月日

ファーマシィ きりん薬局 出雲市国富町��－�� 平成��年	月�日

有限会社 大谷仁成堂薬局高津店 益田市高津八丁目�－	 平成��年�月��日

林医院 松江市北堀町��番地� 平成��年	月�日

青葉クリニック 松江市上乃木一丁目�番��号 平成��年	月�日

おちハートクリニック 益田市高津八丁目�－� 平成��年	月�日

江田クリニック産婦人科 出雲市大津町�
�番地 平成��年	月�日

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 廃止年月日

江田クリニック産婦人科 出雲市大津町�
�番地 平成��年	月�日

事 業 者

実施する事業

事 業 所
指 定
年月日名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

有限会社 野村工業
浜田市三隅町岡見
�
��番地�

通所介護
デイサービスセン
ター 野の郷

浜田市三隅町岡見
�
��－�

平成��年
�月��日

有限会社 野村工業
浜田市三隅町岡見
�
��番地�

介護予防通所
介護

デイサービスセン
ター 野の郷

浜田市三隅町岡見
�
��－�

平成��年
�月��日



島 根 県 報

��������	


生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項において準用する同法第��条の�の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項において準用する同法第��条の�の規定により、次のとおり指

定介護機関の所在地変更の届出があったので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

第���
�号 平成��年	月�
日(
)

社会福祉法人 花の
村

江津市後地町���番
地

認知症対応型
共同生活介護

グループホーム合歓
の郷

江津市後地町��－
�番地

平成��年
�月�
日

社会福祉法人 花の
村

江津市後地町���番
地

介護予防認知
症対応型共同
生活介護

グループホーム合歓
の郷

江津市後地町��－
�番地

平成��年
�月�
日

社会福祉法人 松江
福祉公社

松江市上乃木��丁目
�番�号

小規模多機能
型居宅介護

長命園「やくものお
家」

松江市八雲町日吉
���－�

平成��年
	月�日

社会福祉法人 松江
福祉公社

松江市上乃木��丁目
�番�号

介護予防小規
模多機能型居
宅介護

長命園「やくものお
家」

松江市八雲町日吉
���－�

平成��年
	月�日

社会福祉法人 松江
福祉公社

松江市上乃木��丁目
�番�号

通所介護
長命園デイサービス
センター「やくもの
お家」

松江市八雲町���－
�

平成��年
�月�日

社会福祉法人 松江
福祉公社

松江市上乃木��丁目
�番�号

介護予防通所
介護

長命園デイサービス
センター「やくもの
お家」

松江市八雲町���－
�

平成��年
�月�日

事 業 者

廃止する事業

事 業 所
廃 止
年月日名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

社会福祉法人 松江
福祉公社

松江市上乃木��丁目
�番�号

通所介護
長命園デイサービス
センター「やくもの
お家」

松江市八雲町���－
�

平成��年
�月��日

社会福祉法人 松江
福祉公社

松江市上乃木��丁目
�番�号

介護予防通所
介護

長命園デイサービス
センター「やくもの
お家」

松江市八雲町���－
�

平成��年
�月��日

事 業 者

実施する事業

事 業 所
変 更
年月日名 称

主たる事務所の
所在地

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

社会福祉法人
松江市社会福祉
協議会

松江市千鳥町��

番地
訪問介護

社会福祉法人
松江市社会福祉
協議会 宍道介
護センター

松江市宍道町上
来待��番地�

松江市宍道町昭
和�番地

平成��年
�月�日



島 根 県 報

��������	


家畜伝染病予防法（昭和��年法律第���号）第�条の規定に基づき、検査を次のように実施する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年�月��日 (	)

社会福祉法人
松江市社会福祉
協議会

松江市千鳥町	


番地
介護予防訪問
介護

社会福祉法人
松江市社会福祉
協議会 宍道介
護センター

松江市宍道町上
来待���番地�

松江市宍道町昭
和�番地

平成��年
月�日

社会福祉法人
松江市社会福祉
協議会

松江市千鳥町	


番地
居宅介護支援
事業

社会福祉法人
松江市社会福祉
協議会 宍道介
護センター

松江市宍道町上
来待���番地�

松江市宍道町昭
和�番地

平成��年
月�日

検査の種類 実施の目的
実施対象となる家畜又はその死

体の種類及び範囲
検査の方法 実施する区域 実施の期日

ブルセラ病

検査

ブルセラ病

の発生予防

搾乳の用に供し、又は供する目

的で飼育している雌牛及びこれ

らと同一施設内で飼育している

生後�
日を経過した牛

ブルセラ急速凝集

反応法とし、必要

に応じて試験管凝

集反応法又は補体

結合反応法とす

る。

松江市（旧松江市

及び旧宍道町の区

域に限る。）、大

田市（旧大田市の

区域に限る。）、

安来市（旧伯太町

の 区 域 に 限

る。）、雲南市、

東出雲町、奥出雲

町、吉賀町

平成��年月

�日から平成

�
年�月��日

までに当該家

畜の所在地を

管轄する家畜

保健衛生所長

の指定する日

種付けの用に供し、又は供する

目的で飼育している雄牛及びこ

れらと同一施設内で飼育してい

る生後�
日を経過した牛

当該家畜の所在地

を管轄する家畜保

健衛生所長の指定

する区域

家畜保健衛生所長が必要と認め

る家畜

結核病検査 結核病の発

生予防

搾乳の用に供し、又は供する目

的で飼育している雌牛及びこれ

らと同一施設内で飼育している

生後�
日を経過した牛

ツベルクリン皮内

注射法

松江市（旧松江市

及び旧宍道町の区

域に限る。）、大

田市（旧大田市の

区域に限る。）、

安来市（旧伯太町

の 区 域 に 限

る。）、雲南市、

東出雲町、奥出雲

町、吉賀町

種付けの用に供し、又は供する 当該家畜の所在地



島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日(�)

目的で飼育している雄牛及びこ

れらと同一施設内で飼育してい

る生後��日を経過した牛

を管轄する家畜保

健衛生所長の指定

する区域

家畜保健衛生所長が必要と認め

る家畜

ヨーネ病検

査

ヨーネ病の

発生予防

搾乳の用に供し、又は供する目

的で飼育している雌牛及びこれ

らと同一施設内で飼育している

生後	ヶ月を経過した牛

エライザ法とし、

必要に応じてヨー

ニン検査、補体結

合反応検査又は細

菌検査とする。

松江市（旧松江市

及び旧宍道町の区

域に限る。）、大

田市（旧大田市の

区域に限る。）、

安来市（旧伯太町

の 区 域 に 限

る。）、雲南市、

東出雲町、奥出雲

町、吉賀町

種付けの用に供し、又は供する

目的で飼育している雄牛及びこ

れらと同一施設内で飼育してい

る生後	ヶ月を経過した牛

当該家畜の所在地

を管轄する家畜保

健衛生所長の指定

する区域

発生地域の牛及び汚染地域から

の導入牛並びにこれらとの同居

牛で家畜防疫員が必要と認める

牛

エライザ法及び細

菌検査とし、必要

に応じてヨーニン

検査又は補体結合

反応検査とする。

県下全域

家畜保健衛生所長が必要と認め

る家畜

エライザ法とし、

必要に応じてヨー

ニン検査、補体結

合反応検査又は細

菌検査とする。

牛海綿状脳

症検査

牛海綿状脳

症の発生状

況及び動向

把握

牛海綿状脳症対策特別措置法

（平成�
年法律第��号）第	条

第�項の規定に基づく届出対象

となる牛（牛海綿状脳症対策特

別措置法施行規則（平成�年農

林水産省令第�号）第�条の規

定に該当する場合を除く。）

エライザ法 県下全域 平成��年�月

�日から平成

��年�月��日

まで

牛のブルー

タング検査

牛のブルー

タングの発

生予察

家畜保健衛生所長が必要と認め

る牛

血清学的検査 県下全域 平成��年�月

�日から平成

��年�月��日

までに当該家

畜の所在地を

管轄する家畜

牛のアカバ

ネ病検査

牛のアカバ

ネ病の発生

予察

家畜保健衛生所長が必要と認め

る牛

血清学的検査 県下全域



島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日 (�)

牛のチュウ

ザン病検査

牛のチュウ

ザン病の発

生予察

家畜保健衛生所長が必要と認め

る牛

血清学的検査 県下全域 保健衛生所長

の指定する日

牛のアイノ

ウイルス感

染症検査

牛のアイノ

ウイルス感

染症の発生

予察

家畜保健衛生所長が必要と認め

る牛

血清学的検査 県下全域

牛のイバラ

キ病検査

牛のイバラ

キ病の発生

予察

家畜保健衛生所長が必要と認め

る牛

血清学的検査 県下全域

牛の牛流行

熱検査

牛の牛流行

熱の発生予

察

家畜保健衛生所長が必要と認め

る牛

血清学的検査 県下全域

めん羊及び

山羊の伝達

性海綿状脳

症検査

めん羊及び

山羊の伝達

性海綿状脳

症の発生状

況及び動向

把握

家畜保健衛生所長が必要と認め

るめん羊及び山羊

エライザ法 県下全域

馬伝染性貧

血検査

馬伝染性貧

血の発生予

防

� 繁殖の用に供し、又は供す

る目的で飼育している雌馬

	 種付けの用に供し、又は供

する目的で飼育している雄馬

� 前	号の馬と同一施設内で

飼育している馬


 競馬法（昭和��年法律第

���号）による競馬に出場す

る馬

寒天ゲル内沈降反

応法

当該家畜の所在地

を管轄する家畜保

健衛生所長の指定

する区域

農林水産大臣又は知事の指定す

る馬

寒天ゲル内沈降反

応法

県下全域

蚊及び野鳥

のウエスト

ナイルウイ

ルス感染症

検査

ウエストナ

イルウイル

ス感染症の

発生予察

家畜保健衛生所長が必要と認め

る蚊及び野鳥

ウイルス分離検査 県下全域

豚のオーエ

スキー病検

査

豚のオーエ

スキー病の

発生予防

家畜保健衛生所長が必要と認め

る豚

血清学的検査 県下全域

豚の豚流行

性下痢（Ｐ

ＥＤ）検査

豚の豚流行

性下痢の発

生予防

家畜保健衛生所長が必要と認め

る豚

血清学的検査 県下全域

豚の伝染性 豚の伝染性 家畜保健衛生所長が必要と認め 血清学的検査 県下全域



島 根 県 報
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家畜伝染病予防法（昭和��年法律第���号）第�条の規定に基づき、注射を次のように実施する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和��年法律第���号）第�	条の規定により告示

する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義


 解除予定保安林の所在場所

第�����号 平成��年�月��日(�	)

胃腸炎検査 胃腸炎の発

生予防

る豚

豚 の 豚 繁

殖・呼吸器

障害症候群

（ Ｐ Ｒ Ｒ

Ｓ ） 検 査

豚 の 豚 繁

殖・呼吸器

障害症候群

の発生予防

家畜保健衛生所長が必要と認め

る豚

血清学的検査 県下全域

豚の流行性

脳炎検査

豚の流行性

脳炎の発生

予防

家畜保健衛生所長が必要と認め

る豚

血清学的検査 県下全域

鶏の高病原

性鳥インフ

ルエンザ検

査

鶏の高病原

性鳥インフ

ルエンザの

発生予察

家畜保健衛生所長が必要と認め

る鶏

ウイルス分離検査

又は血清学的検査

県下全域

腐蛆病検査 腐蛆病の発

生予防

転飼をしようとするみつばち 肉眼的検査又は細

菌学的検査

県下全域

県内飼育みつばちで家畜防疫員

が必要と認めるみつばち

注射の種類 実施の目的
実施対象となる家畜の

種類及び範囲
注射の方法 実施する区域 実施の期日

牛の炭疽予

防注射

牛の炭疽の

発生予防

家畜防疫員が必要と認め

る牛

皮下注射法 県下全域 平成��年月


日から平成

�	年�月��日

までに当該家

畜の所在地を

管轄する家畜

保健衛生所長

の指定する日
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雲南市吉田町吉田字杉戸����－��・����－��（以上�筆国有林）、����－�・��	
－�・����－��（以上�筆国有

林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������	

次のように保安林の指定施業要件を変更する予定の通知を受けたから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�に

おいて準用する同法第��条の規定により告示する。

平成
�年�月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和��年�月
	日農林省告示第���号（二に係るものに限る。）

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度 変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁並びに雲南市役所及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

������
��	

次の加入区の漁業の区分については、漁業災害補償法（昭和��年法律第
	�号）第
��条第�項の規定による同意があっ

たと認めたので、同条第�項において準用する同法第
�	条の�第�項の規定により告示する。

平成
�年�月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

 加入区の名称

美保関町加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね美保関支所の地区の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成
�年島根県告示第
��
号）の漁業災害補償法第
��条第�号に掲げる

漁業の表の項漁業の区分の欄の
�に掲げる漁業の区分

������
��	

大規模小売店舗立地法（平成
�年法律第�
号）第�条第項の規定による届出があったので、同条第�項の規定により

次のとおり告示する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から�月以内に、次の�に定めるところにより意見を述べることができる。

平成
�年�月
�日

第
����号 平成
�年�月
�日 (

)
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島根県知事 澄 田 信 義

� 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ラピタ高松店 島根県出雲市松寄下町���－�外

� 大規模小売店舗を設置する者の名称、代表者の氏名及び住所

いずも農業協同組合 代表理事組合長 萬代 宣雄 島根県出雲市今市町��番地

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称、代表者の氏名及び住所

いずも農業協同組合 代表理事組合長 萬代 宣雄 島根県出雲市今市町��番地

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成��年��月�日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

��	�
平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の位置及び収容台数

店舗所在地内 ���台

イ 駐輪場の位置及び収容台数

店舗所在地内 ��台

ウ 荷さばき施設の位置及び面積

店舗建物内 
	平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

店舗建物内 �立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

（開店時刻） 午前�時�分

（閉店時刻） 午後��時�分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前�時から午後��時

ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

�か所（駐車場北側ほか）

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前�時から午後�時

� 届出年月日

平成��年�月�日

� 届出及び添付書類の縦覧場所

出雲市産業振興部商工振興課（島根県出雲市今市町���－�）

� 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

� 意見書の提出先

松江市殿町�番地 島根県商工労働部経営支援課

� 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

第��	��号 平成��年�月��日(��)
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エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由

� その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。

���������	

道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

��������
	

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成��年法律第��号）第�条第�項の規定によ

り、次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域として指定するので、同条第項の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

安来市

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

� 急傾斜地の崩壊

朝日橋南、庵之上Ａ、庵之上Ｂ、庵之上Ｃ、市原Ａ、市原Ｂ、井出ヶ原橋東、宇波�、宇波、宇波�、宇波�、

宇波��、宇波��、宇波Ａ、宇波川西、宇波小学校南、宇波神社東�、追神、追神Ａ、追神Ｂ、追神Ｃ、追神Ｄ、梶

Ａ、梶Ｂ、梶Ｃ、梶Ｄ、梶Ｅ、梶Ｆ、梶川西�、梶川西、梶川東�、梶川東	、梶福留Ａ、梶福留Ｂ、上山佐�、

上山佐Ａ、上山佐Ｂ、上山佐Ｃ、上山佐中口、上山佐待合�、茅原Ａ、茅原Ｂ、茅原Ｃ、木呂畑�、木呂畑�、木

呂畑	、木呂畑Ａ、木呂畑Ｂ、雲場尻橋南、黒田�、黒田�、黒田	、黒田Ａ、黒田Ｂ、黒田Ｃ、黒田Ｅ、黒田Ｆ、

黒田Ｇ、駒場�、駒場Ａ、駒場Ｂ、駒場Ｃ、駒場Ｄ、駒場Ｅ、駒場Ｆ、駒場Ｇ、駒場Ｈ、坂の下、坂の下Ａ、塩滝

西、塩滝橋東、塩滝橋南�、下明�、下明	、下明�、下明�、下明Ａ、下明Ｂ、下明Ｃ、下明Ｄ、新田Ａ、新田

Ｂ、新田橋北、新田橋南、水天宮東�、水天宮東�、第�Ａ、第�Ｂ、第�Ｃ、高木、高木�、高木、高木�、高

木Ａ、高木公会堂南、高木尻橋東、滝奥、滝奥	、滝奥�、滝奥Ａ、滝奥Ｂ、滝奥Ｃ、滝下、滝谷Ａ、滝谷Ｂ、滝谷

Ｃ、滝谷Ｄ、滝谷Ｅ、滝谷Ｆ、千歳橋東�、道城、道城�、道城Ａ、道城Ｂ、道城Ｃ、道城Ｄ、道城Ｅ、東部Ａ、東

部Ｂ、東部Ｃ、東部Ｄ、東部Ｅ、東部Ｆ、東部Ｇ、東部Ｈ、東部Ｉ、東部Ｊ、富田�、殿之奥Ａ、殿之奥Ｂ、殿之奥

Ｃ、兎屋橋西�、兎屋橋東、兎屋橋南、中口�、中口	、中口Ａ、中口Ｂ、中口Ｃ、永田�、永田Ａ、永田Ｂ、永田

Ｃ、永田Ｄ、永田Ｅ、中谷�、中谷�、中谷	、中谷、中谷�、中智屋橋南�、新高橋南�、二軒堂橋東�、西谷

Ａ、西比田Ａ、西比田Ｂ、西比田Ｃ、西比田Ｄ、西比田Ｅ、西比田Ｆ、八幡橋西、八幡橋南、比田温泉北�、比田中

学校北、広瀬町中谷Ａ、福留、福留Ａ、福留Ｂ、福留Ｃ、福留橋南、布部、古市、古市�、本郷、本郷Ａ、本郷

第���
�号 平成��年	月�
日 (��)

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

一般国道 ��
号
浜田市金城町上来原�
�番	地先から同
��番�地先まで

メートル
������

平成��年
	月��日

浜田県土整
備事務所



島 根 県 報

Ｂ、本郷Ｃ、前谷�、前谷�、前谷�、前谷Ａ、前谷Ｂ、前谷公会堂西、前谷公会堂南、前谷橋南�、待合Ａ、待合

Ｂ、待合Ｃ、松本�、松本�、松本�、松本�、松本�、松本Ａ、松本Ｂ、松本Ｃ、松本Ｄ、松本Ｅ、廻谷�、廻谷

Ａ、廻谷Ｂ、廻谷Ｃ、廻谷Ｄ、廻谷Ｅ、廻谷Ｆ、廻谷Ｇ、廻谷Ｈ、水田原�、水田原�、宮内、宮上�、宮上Ａ、宮

上Ｂ、宮上Ｃ、宮上Ｄ、宮上Ｅ、宮下、宮下�、宮下�、宮下�、宮下�、宮下Ａ、宮下Ｂ、宮の谷川北�、宮の谷

川南�、宮の谷川南�、虫木�、虫木Ａ、森口、森口�、森坂橋北、森坂橋西�、森坂橋西�、八城川西�、八城尻

橋北�、八城尻橋東�、山口�、山口�、山口Ａ、山口Ｂ、山口Ｃ、山口Ｄ、山口Ｅ、山佐運動広場西、山佐運動広

場東�、山佐運動広場東�、山佐運動広場南、山佐大橋北、山佐常願寺Ａ、山佐常願寺Ｂ、山佐ダム東�、山佐ダム

東�

� 土石流

足達屋敷谷Ａ、足達屋敷谷Ｂ、穴釜谷、庵上川、市原川、犬谷、今谷川、岩田屋敷谷、兎谷Ａ、兎谷Ｂ、兎谷Ｃ、

後谷川Ａ、後谷川Ｂ、宇波�、宇波�、宇波�、宇波�、宇波�、宇波�、宇波	、宇波

、宇波
�、宇波
�、宇波


、宇波
�、宇波Ａ、宇波Ｂ、宇波Ｅ、宇波Ｆ、宇波Ｇ、宇波Ｊ、宇波Ｋ、宇波Ｌ、宇波大谷川、宇波川、宇山谷

川、遠藤屋敷谷、追神川、大板谷Ａ、大板谷Ｂ、大搦Ａ、大搦Ｂ、大原谷、大槙谷、奥田原Ｂ、奥田原Ｃ、奥田原

Ｆ、奥田原Ｇ、奥田原Ｉ、奥田原Ｋ、奥田原寺奥川、思田屋敷谷Ａ、思田屋敷谷Ｂ、梶奥谷川、樫村奥谷、数木川

Ａ、数木川Ｂ、桂谷川Ａ、桂谷川Ｂ、加藤屋敷谷、金谷Ａ、金谷Ｂ、金谷Ｃ、金場谷Ａ、金場谷Ｂ、上山佐Ｂ、上山

佐Ｇ、唐渕谷、鉄穴内川Ｃ、鉄穴内川Ｄ、北谷、木ノ呂谷Ａ、木ノ呂谷Ｂ、木村屋敷谷、木呂畑川Ｄ、木呂畑川Ｅ、

木呂畑川Ｆ、木呂畑川Ｉ、葛城谷Ａ、葛城谷Ｂ、黒岩谷川Ｂ、コイノク谷、荒神本谷、弘法川、小手川、駒場谷、古

屋川、才ノ峠谷、佐伯屋敷谷、桜掘川、狭原川、佐水屋敷谷、柴瀬小谷、志引谷、新三谷川、下鳶谷、下明Ａ、下明

Ｂ、下明Ｃ、下明Ｄ、下明Ｅ、下明Ｆ、下明Ｇ、下明Ｈ、下明Ｉ、下明Ｊ、下明Ｋ、常願寺Ａ、常願寺Ｂ、常願寺

Ｃ、常願寺Ｄ、常願寺谷川、千川谷、仙田屋敷谷、高木Ａ、高木Ｂ、高木Ｃ、高木Ｄ、高木Ｅ、高木Ｆ、高木Ｇ、高

木Ｈ、高木Ｉ、高木Ｊ、高木Ｋ、高木Ｌ、高木Ｍ、高木Ｎ、高木Ｏ、高柴谷、滝奥Ｂ、滝奥Ｃ、滝奥Ｄ、滝下Ａ、滝

下Ｃ、滝谷川、唯谷Ｂ、田谷、鈩床谷、鈩原川、田中川Ａ、塚田奥谷、堤谷川、峠谷、道城Ａ、道城Ｄ、道城Ｅ、道

城Ｆ、道城川Ａ、道城向川Ａ、堂廻谷川、殿ノ奥谷、中倉谷Ｂ、中倉谷Ｃ、中倉谷Ｄ、中嶋奥谷、永田川Ａ、永田川

Ｂ、中谷、中ノ谷Ａ、中ノ谷Ｂ、中ノ谷Ｃ、中ノ谷Ｄ、中ノ谷Ｅ、錦織谷、西谷Ａ、西谷Ｂ、西谷Ｃ、西谷Ｊ、西谷

Ｌ、西谷Ｍ、日光細工谷、橋木谷、膚無川、八城川、半谷Ａ、半谷Ｂ、半谷Ｃ、半谷Ｄ、半谷Ｅ、東比田Ａ、東比田

Ｂ、東比田Ｃ、東比田Ｄ、東比田Ｅ、東比田Ｆ、東比田Ｇ、東比田Ｈ、東比田Ｉ、東比田家の奥谷、比田Ａ、比田

Ｂ、比田Ｃ、比田Ｅ、比田Ｈ、比田Ｉ、比田Ｊ、比田Ｋ、比田Ｌ、比田Ｍ、比田Ｎ、比田Ｏ、比田Ｐ、比田Ｑ、比田

Ｒ、比田Ｓ、比田Ｔ、比田Ｕ、比田Ｗ、比田Ｘ、比田Ｙ、比田Ｚ、比田ＡＡ、比田ＡＢ、比田ＡＣ、比田ＡＤ、比田

ＡＥ、比田ＡＦ、藤原屋敷谷、防床川Ａ、防床川Ｂ、防床谷Ａ、防床谷Ｂ、防床谷Ｃ、本郷川、前谷Ａ、前谷Ｂ、前

谷Ｃ、馬背谷、間谷川、松本Ａ、松本Ｂ、松本Ｆ、松本Ｇ、松本Ｈ、松本Ｉ、松本Ｊ、松本Ｋ、松本Ｌ、松本Ｍ、真

奥谷、廻谷、万波屋敷谷Ａ、万波屋敷谷Ｂ、水田原Ａ、水田原Ｂ、水田原Ｃ、水田原Ｄ、水田原Ｅ、宮内川、宮上

Ａ、宮上Ｂ、宮上Ｃ、宮の谷、向廻谷川、虫木Ｃ、虫木Ｄ、虫木川Ａ、虫木川Ｂ、虫木谷、家の奥谷Ａ、家の奥谷

Ｂ、山口北谷、山口南谷Ａ、山口南谷Ｂ、山佐川Ａ、山佐川Ｂ、山佐川Ｆ、山佐川Ｇ、山佐川Ｈ、山佐川Ｉ、山佐家

の奥谷、山本屋敷谷Ａ、山本屋敷谷Ｂ、湯の谷、横鈩奥谷、米元川、米森屋敷谷

� 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県松江県土整備事務所広瀬土木事業所及び安来市役所において一般の縦覧

に供する。）

� �

平成
�年度島根県准看護師試験に合格した者の受験番号は、次のとおりである。

平成
�年�月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

第
����号 平成
�年�月
�日(
)
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���� ���� ���� ���� ���	 ���
 ���� ���� ���� ����

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定により公告す

る。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 開発区域

八束郡東出雲町大字出雲郷字町後��
番�

面積 ��������平方メートル

� 開発許可を受けた者の住所及び氏名

鳥取県米子市末広町��
番地�

有限会社不動産情報マイホーム

代表取締役 細谷 洋一郎

次の宅地建物取引業者の所在を確知できないので、宅地建物取引業法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に

より公告する。

当該宅地建物取引業者から平成�
年�月��日までに所在の申出がないときは、同項の規定により当該宅地建物取引業者

の免許を取り消す。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 宅地建物取引業者の名称及び代表者の氏名

株式会社ワイズ設計コンサルタント

代表取締役 山本 文則

� 宅地建物取引業者名簿に登載された事務所の所在地

松江市袖師町��－��

� 宅地建物取引業者名簿に登載された代表者の所在

広島県広島市西区南観音八丁目��番��－���号

� � � � � �

次のとおり随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成�年政令第���号）第��条及び島根県企業局契約規程で準用する物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則

の特例を定める規則（平成�年島根県規則第	�号）第�条の規定により公示する。

第�	��号 平成�
年�月��日 (��)
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平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 随意契約に係る役務の名称及び数量

江津高野山風力発電所建設事業 風力発電設備及び電気設備工事 一式

� 契約に関する事務を担当する本庁等の名称及び所在地

島根県企業局総務課 島根県松江市殿町�番地

� 随意契約の相手方を決定した日

平成��年�月�日

� 随意契約の相手方の氏名及び住所

東光・大亜・ＩＰＣ特別共同企業体

広島県広島市中区大手町�丁目	番�
号

� 随意契約に係る契約金額

����





円

� 契約の相手方を決定した手続

随意契約

	 随意契約とした理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第�
条第�項及び地方自治法施行令（昭和��年政

令第��号）第���条の�第�項第�号の規定による。

� � � � � � �

�	
���������

島根県立青少年社会教育施設条例の一部を改正する条例（平成��年島根県条例第�
号）附則第�項の規定に基づき指定

管理者を指定したので、次のとおり告示する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

� 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

島根県立青少年の家

� 指定管理者

島根県松江市片原町��番地�

北陽ビル管理株式会社 代表取締役 幡 宏明

� 指定期間

平成��年�月�日から�年間

�	
���������

島根県立古墳の丘古曽志公園条例の一部を改正する条例（平成��年島根県条例第��号）附則第�項の規定に基づき指定

管理者を指定したので、次のとおり告示する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

� 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

島根県立古墳の丘古曽志公園

� 指定管理者

第����号 平成��年�月��日(��)
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島根県松江市片原町��番地�

北陽ビル管理株式会社 代表取締役 幡 宏明

� 指定期間

平成��年�月�日から�年間

� � � � � � �

�	
���������

本 庁

県立学校

県立高等学校等の教職員の服務規程（昭和��年島根県教育委員会訓令第	号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

第�条中「、盲学校、ろう学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

� �

この訓令は、平成��年�月�日から施行する。

�	
���������

本 庁

教育事務所

県 立 学 校

教育職員の任免発令式（昭和��年島根県教育委員会訓令第	号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

第	条第�号中「、盲学校、ろう学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

別表第�（その�）の��中「盲学校、ろう学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

� �

この訓令は、平成��年�月�日から施行する。

� � � � � � �

�	
����������

指定車両移動保管機関等に関する規則（昭和��年国家公安委員会規則第
号）第�条第�項の規定に基づき、次のとお

り指定車両移動保管機関が車両移動保管事務の全部を休止する旨を承認したので、同条第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県公安委員会委員長 室 崎 富 恵

� 車両移動保管事務の全部を休止する指定車両移動保管機関

財団法人島根県交通安全協会

	 休止の日

平成��年�月�日

第����号 平成��年�月��日 (��)
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��������	
���

警備業法（昭和��年法律第���号）第��条第�項に規定する検定を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関す

る規則（平成��年国家公安委員会規則第��号。以下「検定規則」という。）第�条の規定により告示する。

平成�	年
月��日

島根県公安委員会委員長 室 崎 富 恵

� 検定を実施する警備業務の種別、級、実施日時及び定員

� 検定実施場所

松江市打出町��番地� 島根県運転免許センター


 検定の内容

次の科目について学科試験及び実技試験を行う。ただし、学科試験は実技試験の前に行い、学科試験に合格しなかっ

た者に対しては、実技試験を行わない。

� 学科試験の科目

ア 交通誘導警備業務�級

ア� 警備業務に関する基本的な事項

イ� 法令に関すること。

ウ� 車両等の誘導に関すること。

エ� 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

イ 雑踏警備業務�級

ア� 警備業務に関する基本的な事項

イ� 法令に関すること。

ウ� 雑踏の整理に関すること。

エ� 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

� 実技試験の科目

ア 交通誘導警備業務�級

ア� 車両等の誘導に関すること。

イ� 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

イ 雑踏警備業務�級

ア� 雑踏の整理に関すること。

イ� 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

� 受検資格

� 島根県内に住所を有する者

� 島根県外に住所を有する者で、島根県内の営業所に属する警備員

� 受検手続に関する事項

� 受付期間

第�����号 平成�	年
月��日(��)

種 別 、 級 実 施 日 時 定員

交通誘導警備業務�級 平成�	年�月��日（水）午前�時から午後�時まで ��人

雑踏警備業務�級 平成�	年�月�日（水）午前�時から午後�時まで ��人



島 根 県 報

ただし、いずれも申請順に受け付け、定員に達した時点で受付を締め切る。

� 受付場所

島根県内の住所地を管轄する警察署又は島根県内の営業所に属する警備員にあっては当該営業所の所在地を管轄す

る警察署

なお、郵送による申込みは受け付けない。

� 提出書類

ア 検定申請書（検定規則別記様式第�号）�通

イ 添付書類

ア� 写真（申請前�月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦���センチメートル、横���センチメート

ルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）�葉

イ� 島根県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面又はその者が警備員である場合にはその者が島

根県内に所在する営業所に属することを疎明する書面�通

ウ� 島根県外に住所を有する者にあっては、その者が警備員として島根県内に所在する営業所に属することを疎明

する書面�通

� 検定手数料

次の検定の種別に応じ、検定申請書の提出時に、島根県収入証紙を手数料納付書に貼付して納付すること。

なお、検定申請書を受理した後は、検定手数料は還付しない。

ア 交通誘導警備業務�級 	�
���円

イ 雑踏警備業務�級 	�
���円

� その他

� 受検票は、検定申請書を提出した警察署を通じて交付するので、検定当日に持参すること。

� 検定当日は、午前�時から同�時��分までを受付時間とする。

� 問合せ先

島根県警察本部生活安全企画課（電話���－��－�		�内線����）又は島根県内の最寄りの警察署生活安全（刑事）課

（係）に行うこと。

� �

平成	�年�月�日付け島根県報第	
��号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成	�年�月�日付け島根県報第	
��号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第	
��号 平成	�年�月	�日 (	�)

種 別 受 付 期 間

交通誘導警備業務�級
平成	�年�月	�日（月）から同月��日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の午前�時から午後�時まで

雑踏警備業務�級
平成	�年�月		日（月）から同月��日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の午前�時から午後�時まで

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第	��号

の表中
������ ������



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 ����	円

(送料共)

島 根 県 報

平成��年
月��日付け島根県報第����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第�����号 平成��年�月��日(�	)

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第���号

の表中

島根県告示第���号

の表中

隠岐支庁県
土整備局

道路改良工事

拡幅

拡幅

特定交通安全施
設整備工事

災害防除工事

拡幅

隠岐支庁県
土整備局

道路改良工事

拡幅

拡幅

特定交通安全施
設整備工事

災害復旧工事

拡幅

出雲市上塩冶町����番�地先から同
町����番�地先まで

出雲市上塩冶町����番�地先から同
町����番�地先まで

ページ 箇 所 誤 正
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